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尾張旭市地域公共交通会議開催要綱の一部を改正する要綱 

尾張旭市地域公共交通会議開催要綱の一部を次のように改正する。 

 

改 正 前 改 正 後 

（目的） （目的） 

第１条 尾張旭市地域公共交通会議（以下「交

通会議」という。）は、道路運送法（昭和

２６年法律第１８３号）及び地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律（平成１９

年法律第５９号。以下「活性化再生法」と

いう。）の規定に基づき、地域における需

要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅

客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図

り、地域の実情に即した輸送サービスの実

現に必要となる事項並びに地域公共交通計

画の作成及び実施に関し必要な事項につい

て協議するため開催する。 

第１条 尾張旭市地域公共交通会議（以下「交

通会議」という。）は、道路運送法（昭和

２６年法律第１８３号）及び地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律（平成１９

年法律第５９号。以下「地域交通法  」と

いう。）の規定に基づき、地域における需

要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅

客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図

り、地域の実情に即した輸送サービスの実

現に必要となる事項並びに地域公共交通計

画の作成及び実施に関し必要な事項につい

て協議するため開催する。 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項につい

て協議を行うとともに、地域公共交通計画

に位置付けられた事業を実施する。 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項につい

て協議を行うとともに、地域公共交通計画

に位置付けられた事業を実施する。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 活性化再生法に規定する地域公共交

通計画に関する以下の事項 

(２) 地域交通法  に規定する地域公共交

通計画に関する以下の事項 

ア 地域公共交通計画の作成及び変更に

関する事項 

ア 地域公共交通計画の作成及び変更に

関する事項 

イ 地域公共交通計画の実施に関する事

項 

イ 地域公共交通計画の実施に関する事

項 

(３)・(４) （略） (３)・(４) （略） 

 

附 則 

この要綱等は、令和５年９月１５日から施行する。 

 

資料２―１ 

 


